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議案第２０９号 

 

   職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

                            （総務部職員課）  

 

１ 改正の理由 

  国家公務員の一般職の職員の給与の改定に合わせて、本市職員の給与の改定を

行うとともに、所要の規定の整理を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

  令和２年１２月及び令和３年度以後に職員（会計年度任用職員を含み、再任用

職員を除く。）に支給する期末手当の支給率を次のように改定する。（第１条、

第２条関係） 

支給月 現 行 
改  正 

令和２年度 令和３年度以後 

 ６月 １.３０月分 １.３０月分 １.２７５月分 

１２月 １.３０月分 １.２５月分 １.２７５月分 

３ 施行期日 

(1) 令和２年１２月に支給する期末手当に関する規定 令和２年１２月１日 

(2) 令和３年度以後に支給する期末手当に関する規定 令和３年４月１日 

(3) その他の規定 公布の日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２０４条 

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（

－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒
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冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特

別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣

手当（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

 

地方公務員法 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

 



‐３‐ 

議案第２１０号 

 

   特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正について 

 

                            （総務部職員課）  

 

１ 改正の理由 

 一般職の職員の給与の改定に合わせて、市議会議員並びに市長、副市長及び教

育長の期末手当の支給率の改定を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

  令和２年１２月及び令和３年度以後に支給する期末手当の支給率を次のように

改定する。（第１条、第２条関係） 

支給月 現 行 
改  正 

令和２年度 令和３年度以後 

６月 ２.２５月分 ２.２５月分 ２.２２５月分 

１２月 ２.２５月分 ２.２０月分 ２.２２５月分 

３ 施行期日 

(1) 令和２年１２月に支給する期末手当に関する規定 令和２年１２月１日 

(2) 令和３年度以後に支給する期末手当に関する規定 令和３年４月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２０３条 

③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給するこ

とができる。 

④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならない。 

第２０４条 

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手



‐４‐ 

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（

－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒

冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特

別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣

手当（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 



‐５‐ 

議案第２１１号 

 

   東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につい 

   て 

 

                            （総務部職員課）  

 

１ 改正の理由 

  国家公務員の一般職の職員の給与の改定に合わせて、一般職の任期付職員の給

与の改定を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

  令和２年１２月及び令和３年度以後に支給する期末手当の支給率を次のように

改定する。（第１条、第２条関係） 

支給月 現 行 
改  正 

令和２年度 令和３年度以後 

６月 １.７０月分 １.７０月分 １.６７５月分 

１２月 １.７０月分 １.６５月分 １.６７５月分 

３ 施行期日 

 (1) 令和２年１２月に支給する期末手当に関する規定 令和２年１２月１日 

 (2) 令和３年度以後に支給する期末手当に関する規定 令和３年４月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２０４条 

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（

－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒

冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特
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別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣

手当（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

 

 地方公務員法 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 


